
双葉カレントフラッシュ

第4号

日頃　監査業務に関しまして多大なご高配を賜り、深くお礼申し上げます。

さて、平成23年を迎え、財務・経理業務に携われる皆様におかれましては、多忙な日々

を過ごされているものと拝察いたします。

今般、弊監査法人「双葉カレントフラッシュ」第4号を発行することといたしました。

今号では、学校法人の財務・経理業務を行う上で、「古くて新しい」問題である収益事業課

税につきまして、そのあらましと、Q＆A形式の事例集を編集いたしました。皆様方のお

役立に立てていただければ幸いに存じます。

なお、税務に関する事例は、場合によっては、些細な条件の違いによって、その取扱い

が異なる結果となるケースもありますので、実際の具体的な案件についてご検討の際には、

税理士等、専門家にもご相談されますことをお勧めいたします。

平成23年1月17日



Ⅰ法人税法の収益事業課税のあらまし

学校法人の収支については、原則として∴法Åの所得に対して課税される法人税・法人

住民税・法人事業税は課税されませんが、特定の事業（税務上の収益事業）を行う場合は、

その所得についてのみ課税されます。

法人税の課税対象となる収益事業とは、法Å税法施行令で定められている34業種のい

ずれかを、「事業場を設けて」、「継続して営んでいる」場合です。

1．34業種について

まず、法人税の対象となる収益事業は∴法Å税法施行令第5条第1項で定められている

34業種に限定されますが、次のように、学校法人が収益事業として行う可能性のあるも

のはほとんど含まれていますので、この要件は現実の実務上はあまり重要性がないものと

思われます。むしろ、これらの業種に該当しても法人税の課税対象から除かれるものがあ

りますので、その範囲を明確にしておく方が意義があるでしょう。

［法人税課税対象34業種】

1．物品販売業　2．不動産販売業　3．金銭貸付業　4．物品貸付業　5．不動産貸付業　6．製造業

7．通信業　8．運送業　9．倉庫業10．請負業11．印刷業12．出版業13．写真業14．席貸業

15．旅館業16．料理店業その他の飲食店業17．周旋業18．代理業19．仲立業　20・問屋業

21．鉱業　22．土石採取業　23．浴場業　24．容業　25．美容業　26．興行業　27．遊技所業　28・遊

覧所業　29．医療保健業　30．技芸教授業　31．駐車場業　32．信用保証業　33．無体財産権提供業

34．労働者派遣業

2．r事業等を設けて」とは？

法人税法上では、「事業場を設けて営む」とは、固定的な施設において事業を行う場合だ

けではなく、その事業を行う上での拠点としての機帝があれば、事業場を設けていること

になりますので、かなり広い意味といえますむむしろ、これに該当しないケースはまれで

あると考えた方がいいでしょう。

○学校法人の場合に一番よくあるケースは、校内売店や校内食堂のように、固定的な施

設を設置してその事業を行う場合です。このような場合には、物品販売業又は飲食店業

固有の施設ということになり、明らかに「事業場を設けているもの」に該当します。

○固有の施設を持っていなくても、既存の施設を利用して事業を営む場合もあります。

例えば、学校法人の所有する講堂や体育館を何らかの興業等に利用させる場合がありま

す。本来その施設く講堂、体育館）は収益事業を目的とするものではなく、教育活動を

目的とした施設です。しかし、このような施設であっても、本来の目的に使用しない時

に随時、興業等のために利用させている場合には、事業場を設けているものとみなされ
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